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公 益 社 団 法 人

札 幌 北 法 人 会
第 号
令和６年９月１０日

｢にーよん広場」のある
札幌サンプラザ（札幌市
北区北24条西5丁目）は、
1974年まで市電の車庫
｢幌北車庫」があったと
ころです。
～詳細はP4をご覧ください。～

本号の内容



署長プロフィール
１．出身地／函館市　２．主な経歴／札幌国税局課税第二部資料調査課長　根室税務署長　札幌国税局調査査察部査察管理課長　３．前任／札
幌国税局調査査察部次長　４．趣味／野鳥及び馬観察、音楽鑑賞及び演奏　５．好きな言葉（座右の銘）／危ぶむなかれ 危ぶめば道はなし



福利厚生制度連絡協議会風景 加藤会長理事会挨拶 山中札幌北税務署長挨拶

中田札幌北税務署副署長乾杯 懇親会風景 藤井大同生命支社長三本締め



市電248号と角川理事



親子現場見学会・租税教室 安全チョッキとヘルメットを着用 油圧ショベルを操作

ラジコンでお菓子をゲット みんなで記念写真 天井が開放されたエスコンフィールド

（協力団体の紹介：北海道開発局　札幌開発建設部　宮永建設㈱　㈱岩崎　㈱建設システム　㈱共成レンテム）



５月27日　太平南小学校58名

７月８日
栄北小学校
80名

７月３日
栄東小学校
65名

６月24日
中沼小学校
30名

６月13日
丘珠小学校
47名

５月15日　新光小学校117名



互井敏勝（たがい・としかつ）
1968年生まれ。東京国税不服審判所審判部、同所管理課、国税庁長官官房会計課、東京国税局総務部税務相談室などを経て、東
京都中央区で税理士登録。近著『令和６年版 税制改正経過一覧ハンドブック』、『経営に活かす税務の数的基準』（共著、大蔵財
務協会）、『改訂版所得税重要事例集』（共著、税務研究会）など。

リサ　令和５年分以後の財産債務調書制度について改正がありましたね。
サキ先生　財産債務調書の提出義務者や提出期限などについて見直しが行われました。
リサ　具体的にはどのような見直しですか？
サキ先生　改正前の財産債務調書の提出義務者は、その年分の退職所得を除く各種所得金額の
合計額が2000万円を超え、かつ、その年の12月31日においてその価額の合計額が３億円以上の
財産またはその価額の合計額が１億円以上の有価証券等を有する場合とされていましたが、こ
れに加えて、その年の12月31日において、その合計額が10億円以上の財産を有する方が新たな
提出義務者となりました。また、提出期限がその年の翌年の３月15日からその年の翌年の６月
30日とされるとともに、財産債務調書への記載を省略することができる家庭用動産の取得価
額の基準を100万円未満から300万円未満に引き上げるなど記載を簡略化できる範囲が拡充さ
れました。
リサ　なぜ、このような見直しがされたのですか？
サキ先生　改正前の制度では、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2000万円
以下の方は、仮に高額の資産を保有していたとしても、提出義務がないため、納税者の財産状況
等を十分に把握することができていない面があったためです。今回の改正では、提出義務者の
事務負担の軽減の観点から、提出期限が後倒しされるとともに、記載事項の運用上の簡略化が
行われた上で、提出義務者の範囲の見直しが行われました。
リサ　財産債務調書の提出に関して、過少申告加算税等の特例措置があると聞きましたが、ど
のようなものですか？
サキ先生　財産債務調書を提出期限内に提出した場合に、財産債務調書に記載がある財産また
は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときは、その財産または債務に係る過少申
告加算税等が５％軽減されます。また、提出期限内に提出がない場合または提出期限内に提出
された財産債務調書に記載すべき財産または債務の記載がない場合に、その財産または債務に
関して所得税の申告漏れが生じたときは、その財産または債務に係る過少申告加算税等が５％
加重されます（相続財産債務を有する方の責めに帰すべき事由がなく提出等がない場合には、
加重対象となりません）。
リサ　今回の改正で提出期限後に財産債務調書が提出された場合の宥恕（ゆじょ）措置も見直
されたと聞きましたが、どのようなものですか？
サキ先生　提出期限後に財産債務調書が提出された場合において、その提出が、その財産債務
に係る所得税又は財産に対する相続税についての調査があったことにより更正または決定が
あるべきことを予知してされたものでないときは、その財産債務調書は提出期限内に提出され
たものとみなす措置について、その提出が調査通知前にされたものである場合に限り、適用す
ることとされました。
リサ　まずは、財産債務調書の提出漏れがないようにすることが大切ですね。

筆者紹介

税理士　互井　敏勝
～経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答～



雑談・雑学の庭

フリーランスライター　藤木　順平

チコちゃんと集合写真 セットの前で カメラ操作体験

犬嶋部会長あいさつ

筆者紹介
藤木　順平（ふじき・じゅんぺい）　フリーランスライター。日本笑い学会会員。



青年部会親睦ゴルフコンペ

和やかな？表彰式

なぜか「スン」としている
小関ゴルフコンペ担当副部会長

春の親睦ゴルフコンペ集合写真

堂腰会員交流担当
副会長あいさつ

加藤会長から優勝者へ





差し上げます
法人会では、下記参考図書を無料で差し上げています。

（在庫に限りがありますので、先着順とさせていただきます。）

ご希望の方は、事務局（札幌市北区北２４条西４丁目３－１２　第２６桂和ビル５階

電話０１１－７０９－８８０２）へお引き取りにおいでください。

なお、郵送ご希望の方は、会社名、送付先、冊子名をご記入のうえ、郵送料として

郵便切手を添えてお申し込みください。

会社がもらえる助成金活用のポイント　令和６年版
Ａ５判　６４ページ （１２０ｇ）

著　者　社会保険労務士

　　　　　　桑野　真浩　

企画・制作　清文社

令和６年版　基礎からわかる
　社会保険・労働保険の事務手続
Ａ５判　４８ページ （１０５ｇ）

著　者　特定社会保険労務士

　　　　　　五十嵐　芳樹

企画・制作　清文社　　　　

郵送料は、１冊までは180円、２冊は215円となります。
在庫確認などご不明な点は事務局までお問い合わせください。

品野常任理事

今年度もたくさんのご応募ありがとうございました。



この「礎」は再生紙を使用しています。

そんな経営者の皆さんを支援する全国組織、
それが法人会です。

正しい税知識を
身に付けたい

社会のお役に
立ちたい

もっと経営を
活性化したい

入会のお申し込み・お問い合わせは 〒001-0024  札幌市北区北24条西4丁目3-12  第26桂和ビル5F

TEL(011)709-8802 FAX(011)709-8830
https://www.sapporo-kita.or.jp/ E-mail:info@sapporo-kita.or.jp

税制改正提言
・公平で健全な税制の実現を目指し､
　会員企業の意見や要望を国等へ
　提言!
・全国大会や全道大会に参加

青年部会の活動
・楽しく学べる租税教室
・健康経営プロジェクトの推進
・青年の集い（全国・全道）に参加

社会貢献活動
・地方自治体、公共施設等にAEDや
災害時対応用品を寄贈

会員交流
・賀詞交歓会など各種懇親会を通じて
　異業種交流や人脈形成を図る
・会員親睦のためのゴルフコンペや
パークゴルフを実施

女性部会の活動
・税の啓発活動
・絵はがきコンクールの取組
・食品ロスへの取組
・女性フォーラム・全道大会に参加

法人会に入会して、
法人会活動に参加
してみませんか。


